
議案第１０号  

 

   白井市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい   

   て  

 

 白井市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  令和６年２月１３日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 本案は、第９期介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から

令和８年度までの３年間の介護保険料を定めるため、条例の一部を

改正するものです。  
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   白井市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 白井市介護保険条例（平成１２年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第２条中「すべて」を「全て」に改める。  

 第１５条を次のように改める。  

 （保険料率）  

第１５条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料

率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当

該各号に定める額とする。  

   令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２６，２００円  

   令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３４，５６０円  

   令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３７，４４０円  

   令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４８，９６０円  

   令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５７，６００円  

   令第３９条第１項第６号に掲げる者 ６９，１２０円  

   令第３９条第１項第７号に掲げる者 ７４，８８０円  

   令第３９条第１項第８号に掲げる者 ８６，４００円  

   令第３９条第１項第９号に掲げる者 ９７，９２０円  

   令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １０９，４４０円  

   令第３９条第１項第１１号に掲げる者 １２０，９６０円  

   令第３９条第１項第１２号に掲げる者 １３２，４８０円  

   令第３９条第１項第１３号に掲げる者 １３８，２４０円  

   令第３９条第１項第１４号に掲げる者 １４４，０００円  

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第６号イの

市町村が定める額は、１２０万円とする。  

３ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第７号イの

市町村が定める額は、２１０万円とする。  

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第８号イの

市町村が定める額は、３２０万円とする。  
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５ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第９号イの

市町村が定める額は、４２０万円とする。  

６ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１０号イ

の市町村が定める額は、５２０万円とする。  

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１１号イ

の市町村が定める額は、６２０万円とする。  

８ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１２号イ

の市町村が定める額は、７２０万円とする。  

９ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１３号イ

の市町村が定める額は、８２０万円とする。  

１０ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保

険料率は、同号の規定にかかわらず、１６，４１０円とする。  

１１ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保

険料率は、同号の規定にかかわらず、２３，０４０円とする。  

１２ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保

険料率は、同号の規定にかかわらず、３７，１５０円とする。  

 第１６条第２項中「よりがたい」を「より難い」に改め、同条第

３項中「すべて」を「全て」に改める。  

 第１７条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「

第１３号まで」に改める。  

 第２４条中「につき税法」を「につき地方税法（昭和２５年法律

第２２６ 号。以 下「税法 」とい う。）」 に、「 すべてが 税法第  

３１７条の２第１項」を「全てが同項」に改め、「又は第４項」を

削り、「又は公的年金支払報告書」を「又は同条第４項の公的年金

支払報告書」に改める。  

 附則第１０条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「

- 3 -



令和４年度及び令和５年度」に改め、同条第１項中「令和２年の合

計所得金額」を「令和３年の合計所得金額（税法第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をいう。）」に、「令和３年度に

おける保険料率の算定についての」を「白井市介護保険条例の一部

を改正する条例（令和６年条例第  号。以下この条において「令

和６年改正条例」という。）附則第２項の規定によりなお従前の例

によることとされた令和４年度分の介護保険料に係る保険料率の算

定についての令和６年改正条例による改正前の」に改め、同条第２

項中「令和４年度における」を「令和６年改正条例附則第２項の規

定によりなお従前の例によることとされた令和５年度分の介護保険

料に係る」に、「同項」を「前項」に、「令和２年」を「令和３

年」に、「令和３年」を「令和４年」に改め、同条第３項を削る。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条

の改正規定並びに第１６条第２項及び第３項の改正規定は、公布

の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の白井市介護保険条例第１５条の規定は、

令和６年度分の介護保険料から適用し、令和５年度以前の年度分

の介護保険料については、なお従前の例による。  
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議案第１０号資料 

○白井市介護保険条例（平成１２年条例第７号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（基本理念） （基本理念） 

第２条 全て の市民は、要介護状態（法第７条第１項に規定する

要介護状態をいう。）及び要支援状態（法第７条第２項に規定す

る要支援状態をいう。）になったときは、その家族の有無、介護

を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精

神的状態にかかわらず、個人としての尊厳が重んじられ、自立し

た日常生活を住み慣れた地域で安心して営むことができるよう、

介護保険の対象とするサービス（以下「介護サービス」という。）

を利用することができるものとする。 

第２条 すべての市民は、要介護状態（法第７条第１項に規定する

要介護状態をいう。）及び要支援状態（法第７条第２項に規定す

る要支援状態をいう。）になったときは、その家族の有無、介護

を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精

神的状態にかかわらず、個人としての尊厳が重んじられ、自立し

た日常生活を住み慣れた地域で安心して営むことができるよう、

介護保険の対象とするサービス（以下「介護サービス」という。）

を利用することができるものとする。 

２ 全て の市民は、市の介護保険に関する施策の策定、実施及び

評価の全般に関して参画し、意見を述べる機会が保障されるもの

とする。 

２ すべての市民は、市の介護保険に関する施策の策定、実施及び

評価の全般に関して参画し、意見を述べる機会が保障されるもの

とする。 

（略） （略） 

（保険料率） （保険料率） 

第１５条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険

料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ

当該各号に定める額とする。 

第１５条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険

料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２６，２００円 (1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２７，６００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３４，５６０円 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３３，１２０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３７，４４０円 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３５，８８０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４８，９６０円 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４６，９２０円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５７，６００円 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５５，２００円 

(6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ６９，１２０円 (6) 次のいずれかに該当する者 ６６，２４０円 

 ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「税法」と

いう。）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下

回る場合には、０とする。以下同じ。）が１２０万円未満

である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

 イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

６条第２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であ

って、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イ

に該当する者を除く。） 

(7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 ７４，８８０円 (7) 次のいずれかに該当する者 ７１，７６０円 

 ア 合計所得金額が２１０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 
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 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ又は第

１１号イに該当する者を除く。） 

(8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 ８６，４００円 (8) 次のいずれかに該当する者 ８２，８００円 

 ア 合計所得金額が３２０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ又は第１１号イに

該当する者を除く。） 

(9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者 ９７，９２０円 (9) 次のいずれかに該当する者 ９３，８４０円 

 ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号イ又は第１１号イに該当する者を

除く。） 

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １０９，４４０円 (10) 次のいずれかに該当する者 ９９，３６０円 

 ア 合計所得金額が６００万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(11) 令第３９条第１項第１１号に掲げる者 １２０，９６０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １０４，８８０円 

 ア 合計所得金額が８００万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(12) 令第３９条第１項第１２号に掲げる者 １３２，４８０円 (12) 前各号のいずれにも該当しない者 １１０，４００円 

(13) 令第３９条第１項第１３号に掲げる者 １３８，２４０円  

(14) 令第３９条第１項第１４号に掲げる者 １４４，０００円  

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第６号イ

の市町村が定める額は、１２０万円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける保険料率は、

同号の規定にかかわらず、１６，５６０円とする。 

３ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第７号イ

の市町村が定める額は、２１０万円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにお

ける保険料率について準用する。この場合において、前項中「 

１６，５６０円」とあるのは、「１９，３２０円」と読み替える

ものとする。 

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第８号イ

の市町村が定める額は、３２０万円とする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までに

おける保険料率について準用する。この場合において、第２項中

「１６，５６０円」とあるのは、「３３，１２０円」と読み替え

るものとする。 
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５ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第９号イ

の市町村が定める額は、４２０万円とする。 

 

６ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１０号

イの市町村が定める額は、５２０万円とする。 

 

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１１号

イの市町村が定める額は、６２０万円とする。 

 

８ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１２号

イの市町村が定める額は、７２０万円とする。 

 

９ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１３号

イの市町村が定める額は、８２０万円とする。 

 

１０ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、１６，４１０円とする。

 

１１ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、２３，０４０円とする。

 

１２ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、３７，１５０円とする。

 

（普通徴収に係る納期） （普通徴収に係る納期） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 前項に規定する納期により難い 第１号被保険者に係る納期

は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、

当該第１号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

２ 前項に規定する納期によりがたい第１号被保険者に係る納期

は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、

当該第１号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又はそ

の分割金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその

全額は、全て 初の納期に係る分割金額に合算するものとす

る。 

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又はそ

の分割金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその

全額は、すべて 初の納期に係る分割金額に合算するものとす

る。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があっ

た場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があっ

た場合） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定

する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者

を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第

５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属す

る月の前月までの月割りにより算定した当該第１号被保険者に

係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第

３９条第１項第１号から第１３号までのいずれかに規定する者

として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定

する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者

を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第

５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ     

                 に該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属す

る月の前月までの月割りにより算定した当該第１号被保険者に

係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第

３９条第１項第１号から第９号まで のいずれかに規定する者

として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

４ （略） ４ （略） 

（略） （略） 

（保険料に関する申告） （保険料に関する申告） 

第２４条 第１号被保険者は、毎年度６月３０日まで（保険料の賦

課期日後に第１号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取

得した日から１５日以内）に、第１号被保険者本人の所得状況並

びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市

民税の課税されている者の有無その他市長が必要と認める事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第

第２４条 第１号被保険者は、毎年度６月３０日まで（保険料の賦

課期日後に第１号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取

得した日から１５日以内）に、第１号被保険者本人の所得状況並

びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市

民税の課税されている者の有無その他市長が必要と認める事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第
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１号被保険者本人及びその世帯員の前年中の所得につき地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以下「税法」という。）第

 ３１７条の２第１項の申告書（第１号被保険者本人及びその世帯

員の全てが同項           に規定する給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者である場合には、税法第３１７条の６第１項     の給与

支払報告書又は同条第４項の公的年金支払報告書）が市長に提出

されている場合においては、この限りでない。 

１号被保険者本人及びその世帯員の前年中の所得につき税法 

                         第

 ３１７条の２第１項の申告書（第１号被保険者本人及びその世帯

員のすべてが税法第３１７条の２第１項に規定する給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者である場合には、税法第３１７条の６第１項又は第４項の給与

支払報告書又は公的年金支払報告書     ）が市長に提出さ

れている場合においては、この限りでない。 

（略） （略） 

附 則 附 則 

（略） （略） 

（令和４年度及び令和５年度  の保険料率の算定に関する基

準の特例） 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基

準の特例） 

第１０条 第１号被保険者のうち、令和３年の合計所得金額（税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。）に

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得が含まれている者の白井市介護保険条例の一部を改正する

条例（令和６年条例第  号。以下この条において「令和６年改

正条例」という。）附則第２項の規定によりなお従前の例による

こととされた令和４年度分の介護保険料に係る保険料率の算定

についての令和６年改正条例による改正前の第１５条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１

号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第

 ３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から

１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０と

する。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額   

                           に

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定に

ついての                        

                            

                            

                    第１５条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１

号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第

 ３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から

１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０と

する。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和６年改正条例附則第２項の規定によりなお

従前の例によることとされた令和５年度分の介護保険料に係る

保険料率の算定について準用する。この場合において、前項中「令

和３年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における            

                          保険

料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和

２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

                             

                            

                   

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について

準用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、

「令和４年」と読み替えるものとする。 
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